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船舶事故調査報告書 

 

平成２７年１１月１２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

委   員  小須田   敏 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年５月１９日 ０３時１９分ごろ 

発生場所 山口県周防
す お う

大島町沖家室
お き かむ ろ

島南方沖 

沖家室島長瀬灯標から真方位１９９°１,１４０ｍ付近 

（概位 北緯３３°５０.１９′ 東経１３２°２１.６４′） 

事故調査の経過 平成２７年５月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ ケミカルタンカー WOO
ウ ー

 HWANG
フ ァ ン

（マルタ共和国籍）、２,３６１ト

ン 

９２８４４２７（ＩＭＯ番号）、GSH1 CHEM-PROD CARRIER Ⅲ 

AS 

８７.３４ｍ×１４.００ｍ×７.３０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１,９６０kＷ、２００３年１２月（建造年

月） 

Ｂ 押船 第三なると丸、１０８トン 

１３３９２６、上撫海運有限会社 

２５.５０ｍ×７.５０ｍ×３.２０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、５１４kＷ、平成５年１２月２８日 

Ｃ はしけ AS103、総トン数なし 

なし、東海運株式会社 

５７.００ｍ×９.９５ｍ×４.４０ｍ、鋼 

機関なし、平成５年（建造年） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（大韓民国籍） 男性 ６３歳 

締約国資格受有者承認証 船長（マルタ共和国発給） 

    交付年月日 ２０１３年１０月７日 

          （２０１６年１２月３１日まで有効）  

航海士Ａ（大韓民国籍） 男性 ２３歳 

締約国資格受有者承認証 １等航海士（マルタ共和国発給） 

    交付年月日 ２０１３年９月２６日 

          （２０１６年６月３０日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４０歳 
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五級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成７年９月２７日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２３年９月１６日 

免状有効期間満了日 平成２８年９月１５日 

航海士Ｂ 男性 ３１歳 

五級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成１７年８月４日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２２年２月１９日 

免状有効期間満了日 平成２７年８月３日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船尾部外板に凹損を伴う擦過傷等 

Ｂ なし 

Ｃ 左舷船首部外板に凹損を伴う擦過傷等 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか１１人（大韓民国籍７人及び中華

人民共和国籍４人）が乗り組み、空船で、大韓民国麗水
ヨ ス

港を出港し、

平成２７年５月１８日２３時３０分ごろ航海士Ａ及び操舵手が、山口

県宇部市宇部港南東方沖で船橋当直について、法定灯火を表示し、周

防灘の推薦航路線に沿って自動操舵で同県岩国港に向け東進した。 

 航海士Ａは、操舵手が、麗水港で揚げ荷作業に従事し、出港後もタ

ンククリーニング作業に従事して疲れていたので、操舵手に自室で休

むよう指示して、単独で船橋当直に当たった。 

Ａ船は、平郡水道から沖家室島南方沖に至る推薦航路線（以下「推

薦航路線Ａ」という。）の南側を、約１２ノット（kn）の速力（対地

速力、以下同じ。）で自動操舵により東進した。 

航海士Ａは、レーダーで、左舷船首方約３海里（Ｍ）の所に西進中

の船舶（以下「Ｂ船押船列」という。）の映像と、その沖家室島側で

約２Ｍの所に西進中の別の船舶（以下「Ｄ船」という。）の映像を認

めた。 

航海士Ａは、予定変針場所に接近したら、左転して沖家室島南方沖

からクダコ水道に至る推薦航路線（以下「推薦航路線Ｃ」という。）

に沿って北東進しようと思った。 

航海士Ａは、Ｄ船がＡ船の左舷側を通過し、予定変針場所に接近し

たので、自動操舵のまま左転を開始したところ、しばらくして、船首

方約０.５Ｍに接近したＢ船押船列から探照灯の照射を受けたので、

予定していた変針をやめて、手動操舵に切り替えて左舵一杯を取っ

た。 

Ａ船は、ほぼ同じ速力で左転中、１９日０３時１９分ごろ、沖家室

島長瀬灯標から真方位１９９°１,１４０ｍ付近において、ほぼ北に

向首したＡ船の右舷船尾部とＣ船の左舷船首部とが衝突した。 

船長Ａは、航海士Ａから電話で衝突した旨の報告を受けて昇橋し、
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機関を停止した。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び航海士Ｂほか２人が乗り組み、コークス約５０

６ｔを積んだＣ船の船尾凹部に船首部を結合してＢ船押船列を構成

し、岡山県倉敷市水島港から山口県徳山下松港に向かった。 

Ｂ船は、航海士Ｂが、００時５０分ごろ釣
つる

島水道の東側で昇橋し

て、船長Ｂの操船指揮の下で同水道を通過し、０２時ごろ釣島灯台を

通過して船長Ｂが降橋した後、単独の船橋当直について、釣島水道か

ら沖家室島南方沖に至る推薦航路線（以下「推薦航路線Ｂ」とい

う。）にほぼ沿った針路及び約９kn の速力で、法定灯火を表示して西

南西進した。 

航海士Ｂは、沖家室島南方沖からは推薦航路線Ａに沿って西進する

予定で推薦航路線Ｂにほぼ沿った針路で沖家室島に接近していたと

き、右舷前方約１Ｍの所にＤ船がＢ船押船列よりも早い速力で推薦航

路線Ｃに沿って南西進していることを認めた。 

航海士Ｂは、船首方約３Ｍの所に東進するＡ船のマスト灯２個を認

め、その後、Ａ船の緑灯が見えたので、Ａ船と左舷対左舷で通過する

意思を伝えようとして自動操舵のまま５°右転したものの、Ａ船が緑

灯を見せたまま接近するので、再び自動操舵のまま５°右転した。 

航海士Ｂは、Ａ船が約０.５Ｍに接近したとき、Ａ船に対して探照

灯を照射し、警告信号を吹鳴した後、右舵一杯として半速力前進に減

速した。 

Ｂ船は、船長Ｂが、警告信号を聞いて急ぎ昇橋し、左舷船首方約４

５°至近の所にＡ船の緑灯を視認して機関を後進にかけた直後、ほぼ

北北西に向首したＣ船とＡ船とが衝突した。 

船長Ｂは、携帯電話で海上保安庁へ１１８番通報した。 

Ａ船とＢ船押船列は、衝突場所付近で漂泊して巡視艇の到着を待

ち、その後、巡視艇に先導されて山口県柳井市柳井港の錨地へ向かっ

た。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

参照） 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東南東、風力 １、視程 約３Ｍ 

海象：潮汐 低潮時 

 その他の事項 航海士Ａは、レーダーを、２Ｍレンジのヘッドアップ表示とし、前

方が約３Ｍまで映るようにオフセンターを設定していた。 

Ａ船のレーダーには、ＡＲＰＡ機能とエコートレイル機能があっ

た。 

航海士Ａは、Ｂ船押船列のレーダー映像を探知してから衝突するま

での間、Ｂ船押船列が表示している法定灯火のうち、紅灯１個を視認

していた。 

Ｂ船押船列は、Ｃ船の船首部に両舷灯、Ｂ船にマスト灯２個を上下
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に連携し、両舷灯及び船尾灯を表示していた。 

航海士Ｂは、レーダーを、３Ｍレンジのヘッドアップのセンター表

示で使用していた。 

Ｂ船のレーダーには、ＡＲＰＡ機能はなかったが、エコートレイル

機能があった。 

航海士Ｂは、相対トレイル表示とし、トレイル時間を３分に設定し

ていた。 

航海士Ｂは、Ａ船のレーダー映像を探知したとき、まだ距離が約３

Ｍあったので、Ａ船よりもＤ船の接近状況に注意を向けていた。 

航海士Ｂは、Ｄ船の接近状況に注意を向けていたので、Ａ船のレー

ダー映像を初めて探知した方位やＡ船のマスト灯を初めて視認した方

位を正確に認識していなかった。 

航海士ＢがＡ船のマスト灯を初めて視認したのは、Ｂ船押船列が推

薦航路線Ａに沿った針路に変針する前であった。 

航海士ＢがＡ船のマスト灯の次に視認したＡ船の灯火は、緑灯であ

った。 

航海士Ｂは、Ａ船のレーダー映像を探知してから衝突するまでの

間、Ａ船が表示している法定灯火のうち、紅灯を視認していなかっ

た。 

分析 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象等の関与 

判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、沖家室島南方沖を東進中、航海士Ａが、見張りを適切に行

っていなかったことから、Ｂ船押船列の接近に気付かず、予定変針場

所に接近してＤ船がＡ船の左舷側を通過した後、Ｂ船押船列の船首方

で左転を開始し、Ｃ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船押船列は、沖家室島南方沖を西南西進中、航海士Ｂが、Ｄ船に

注意を向け、Ａ船に対する見張りを適切に行っていなかったことか

ら、Ａ船がＢ船押船列の船首方で左転を開始したことに気付くのが遅

れ、Ｃ船とＡ船とが衝突したものと考えられる。 

航海士Ｂは、Ｂ船押船列が推薦航路線に沿った針路で航行していた

こと及びＡ船の緑灯を認めて左舷対左舷で通過する意思を伝えようと

して右転したことから、Ｄ船に注意を向け、Ａ船に対する見張りを適

切に行っていなかったものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、沖家室島南方沖において、Ａ船が東進中、Ｂ船押

船列が西南西進中、航海士Ａが、見張りを適切に行っていなかったた

め、Ｂ船押船列の接近に気付かず、予定変針場所に接近したときにＢ

船押船列の船首方で左転を開始し、また、航海士Ｂが、Ｄ船に注意を

向け、Ａ船に対する見張りを適切に行っていなかったため、Ａ船がＢ
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船押船列の船首方で左転を開始したことに気付くのが遅れ、Ａ船とＣ

船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・予定変針場所付近で他船と接近する状況になった場合、適切な見

張りを行い、他船と安全な距離を隔てて通過することを優先し、

その後、変針すること。 



 

-
 
6
 
- 

 

付図１ 事故発生経過概略図 
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時刻 北緯 東経 船首方位 対地針路 対地速力

（時:分:秒） （°-′-″） （°-′-″） （°） （°） （kn）

03:08:04 33-49-55.0 132-19-02.1 085 083 12.6

03:09:04 33-49-56.5 132-19-17.1 085 083 12.5

03:10:04 33-49-57.9 132-19-31.7 085 083 12.4

03:11:04 33-49-59.4 132-19-46.6 087 083 12.4

03:12:04 33-50-00.2 132-20-01.1 088 086 12.1

03:13:04 33-50-01.0 132-20-15.5 086 086 11.9

03:14:04 33-50-01.9 132-20-29.8 086 086 11.9

03:15:04 33-50-02.3 132-20-44.5 088 089 11.9

03:15:54 33-50-02.5 132-20-56.5 088 088 12.0

03:16:54 33-50-02.6 132-21-11.0 082 088 12.0

03:17:45 33-50-04.6 132-21-22.7 073 077 12.0

03:18:15 33-50-06.5 132-21-29.6 067 073 12.1

03:19:02 33-50-11.3 132-21-38.3 011 046 10.3

03:19:58 33-50-19.3 132-21-34.1 292 321 8.8  
 

（注）船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。 

   船首方位及び対地針路は、真方位である。 

付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 


